
衆 議 院 議 員 選 挙 
最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 

投票日：２月８日（日）（公示日：１月２７日（火）） 
 

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査は、令和８年２月８日（日）が投票日です。 
住所の変更があった方は、転入の届出日・転出した日の条件により投票できる場所などが異なりますので、

下記によりご確認ください。 

■ 新宿区に転入された方へ ■ 

 

【新宿区で投票できる方】 
新宿区で投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録されている方」です。 

今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たす方です。 

 

 

 

 

【前住所地で投票できる方】 

「新宿区の選挙人名簿に登録がなく、前住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている方」は、前住

所地で投票できます。 

※ 新宿区に令和 7年 10月 27日以降に転入の届出をしている方は、新宿区の選挙人名簿に登録され 

ません。前住所地に 3か月以上住んでいた場合、前住所地の選挙人名簿に登録されている可能 

性があります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 

※  前住所地を転出した日から 4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。詳し 

くは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 

※ 「転出した日」は、届出をした日ではなく「実際に引越した日」です。 

※  前住所地に投票用紙を請求し新宿区で不在者投票をすることもできます。詳しくは、前住所地の 

選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 

 

 

■ 新宿区内で転居された方へ ■ 
(1) 「1月 16日(金)までに区内で転居の届出」をされた方は、新住所の投票所で投票してください。 

(2) 「1月 17日(土)以降に区内で転居の届出」をされた方は、前住所の投票所で投票してください。 

※ 新たに選挙人名簿に登録される予定の方は、お手元に届く投票所整理券で投票所を必ずご確認 
ください。 

① 平成 20年 2月 9日までに生まれた日本国民であること 

② 令和 7年 10月 26日までに、新宿区へ転入の届出をしていること 

③ 令和 8年 1月 26日まで、引き続き新宿区に住民登録があること 

【新宿区外に転出された方は、裏面をご覧ください】 

の お 知 ら せ 

～ 住 所 の 変 更 を さ れ た 方 へ ～ 
 



 

■ 新宿区から転出された方へ ■ 

 
【令和 7年 10月 27日以降に転出し、新住所地への転入届をした方】 

新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます（新住所地では投票できません）。 

※ 新宿区の選挙人名簿に登録されている方には「投票所整理券」を発送します。令和 8年 1月 17日

（土）以降に転出された場合は、新住所地に届くよう郵便局に転送届をお出しください。 

※  新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙 

管理委員会のホームページをご覧ください。 

 

【令和 7年 9月 8日～令和 7年 10月 26日の間に転出の方】 

（１）新住所地で選挙人名簿に登録された方（令和 7年 10月 26日までに新住所地への転入届をした方） 

は、新住所地で投票できます（新宿区では投票できません）。 

（２）新住所地で選挙人名簿に登録されない方（令和 7年 10月 27日以降に新住所地への転入届をした方） 

で、新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます。また、新宿区で投票でき 

る方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙管理委員会のホーム

ページをご覧ください。 

 

【令和 7年 9月 7日以前に転出の方】 

（１）新住所地で選挙人名簿に登録された方（令和 7年 10月 26日までに新住所地への転入届をした方） 

は、新住所地で投票できます（新宿区では投票できません）。 

（２）新住所地で選挙人名簿に登録されない方（令和 7年 10月 27日以降に新住所地への転入届をした方） 

で、新宿区に選挙人名簿登録されている方は、新宿区を転出した日から 4か月を経過しない間は期 

日前投票ができる場合があります。詳しくは、新宿区選挙管理委員会にお問い合わせください。 

 

※ 「転出した日」は届出をした日ではなく、「実際に引越した日」です。 

※ 新宿区を転出した日から 4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。 

 

■ ご注意 ■ 
 

⚫ 投票所整理券がお手元に届いても、選挙人名簿登録要件を満たさなくなった場合、要件を満たさない

事実が判明した場合、また新住所地で選挙人名簿に登録された場合は投票することができません。 

⚫ 新宿区の選挙人名簿の登録の有無など、ご不明な点については下記までお問合せください。 

⚫ 前住所地及び新住所地での選挙人名簿登録の有無などについては、それぞれの選挙管理委員会までお

問い合わせください。 

 

 

 

 
 

 
新宿区選挙管理委員会事務局   〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-5-1 

TEL 03-5273-3740  FAX 03-5273-5230 


